
加東市における小中一貫校の整備方針 

平成２８年１月２８日（木）の定例教育委員会において、下記のとおり承認となる。 

   加東市における小中一貫校の整備方針について 

 加東市３地域の小中一貫教育推進協議会の協議を踏まえ、加東市における小中一貫校の整

備方針は、以下のとおりとする。 

・各地域の小中一貫校の設置場所は、社会教育施設が利用できる環境を考慮し、社地域は加

東市立社中学校周辺、滝野地域は加東市立滝野中学校周辺、東条地域は加東市東条文化会

館周辺を適切とする。 

・各地域の小中一貫校の開校時期は、東条地域は平成３３年度、社地域は平成３６年度、滝

野地域は平成３９年度とする。なお、開校のおおむね５年前に各地域の小中一貫教育推進

協議会構成員を母体とした「小中一貫校開校準備委員会（仮称）」等の組織を立ち上げ、地

域の協力を得て、開校に向けた準備を行うものとし、東条地域については平成２８年度に

当該組織を立ち上げるものとする。 

・施設の形態は、各地域とも教育効果及び安全面を考慮した一体型校舎で開校をめざすもの

とする。 
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